
外国語指導助手設置業務公募型プロポーザル実施要領  

 

１ 目的 

  この要領は、外国語指導助手設置業務について、業務内容に最も適し

た事業者を選定するために公募型プロポーザル方式を実施するにあた

り、必要な事項を定めるものとする。  

 

２ 業務概要 

（１）  業務名  

外国語指導助手設置業務  

（２）  業務内容 

別紙「外国語指導助手設置業務仕様書」（以下「仕様書」という。）

のとおりとする。  

（３）  契約期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間）  

（４）  提案見積額の上限  

２０５，９２０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 実施形式  

  公募型プロポーザル方式  

 

４ 資格要件  

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす法人

とする。  

（１）那珂市物品調達等の契約事務に関する規程に基づく、令和７年度入

札参加資格者名簿に登載されている（若しくは参加申込書提出時まで

に登載が予定されている）者であること。  

（２）仕様書に基づき、目的に沿った事業内容を適切に遂行できる法人で

あること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（４）那珂市から指名停止措置を受けていないこと。 

（５）破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別

清算開始、若しくはこれらに類する倒産手続開始を第三者から申し立

てられていないこと、自ら申し立てていないこと又は自ら申し立てる

予定がないこと。 

（６）個人情報を適切に管理する能力・体制を有すること。  

（７）宗教的活動又は政治的活動を主たる目的としていないこと。  

（８）公序良俗に反する活動を行っていないこと。 

（９）那珂市暴力団排除条例第２条第１号から同条第３号までに規定する

者でないこと。 



（10）国税及び地方税を滞納していないこと。  

 

５ スケジュール（予定）  

公募開始・公告  令和７年１０月２１日（火） 

参加申込書提出期限 令和７年１１月１１日（火）午後４時必着  

質問書提出期限  令和７年１１月１７日（月）午後４時必着  

企画提案書等提出期限  令和７年１２月 １日（月）午後４時必着  

選定委員会  令和７年１２月１８日（木） 

選定結果通知  令和７年１２月２４日（水） 

 

６ プロポーザル参加申込書類  

（１）  提出書類  

外国語指導助手設置業務公募型プロポーザル参加申込書（様式１） 

（２）  提出部数  

１部 

（３）  提出期限  

令和７年１１月１１日（火）午後４時必着  

（４）  提出先 

那珂市教育部学校教育課  

（５）  提出方法  

持参、郵送又は電子メールにより、那珂市教育部学校教育課総務・

再編グループ宛に提出すること。  

所在地  〒３１９－２１９２茨城県那珂市瓜連３２１番地  

メールアドレス：gakkou-k@city.naka.lg.jp 

 

７ 質問及び回答  

（１）提出期限  

   令和７年１１月１７日（月）午後４時必着  

（２）提出方法  

   質問書（様式５）を電子メールで下記のメールアドレス宛に提出す

ること。電子メール以外の質問には応じない。 

   メール件名については「那珂市外国語指導助手設置  質問書（事業

者名）」とする。  

   メールアドレス：gakkou-k@city.naka.lg.jp 

（３）回答方法  

   質問があった場合には、質問事業者及び参加事業者に対し、令和７

１１月２０日（木）までに電子メールにて回答する。  

 



８ 応募書類 

（１）  応募書類（ア～オの書類を紙とデータ（ＰＤＦ）で提出）  

ア 外国語指導助手設置業務企画提案応募申請書（様式２） 

イ 宣誓書（様式３） 

ウ 企画提案書（様式自由）  

・「９ 選定に関する事項（１）選定基準」に示す評価項目に配

慮した内容を記載すること。  

エ 経費見積書（様式自由）  

オ 法人の概要書  

次に掲げる書類又はその写しを添付すること。証明書類は、いず

れも発行後３か月以内のものの原本又は写しを提出すること。  

・組織体制、類似事業の実績を記載した法人の概要書（参考様式）  

・法人登記簿謄本  

・総会等により承認を受けた決算であって直近のものに係る決算

書、貸借対照表、損益計算書、営業報告書  

・納税証明書  法人税、消費税及び地方消費税  

※必要に応じて、説明資料を添付することを可とする。その場合

は、Ａ４縦で４枚程度とすること。 

（２）  提出部数及び仕様等  

ア （１）アの応募申請書及びイ宣誓書を１部、ウ～オをまとめて９

部、応募書類は、原則Ａ４サイズで作成すること。  

イ （１）の書類、エ経費見積書は、提案見積額の上限以内とし、本

事業実施にあたり必要な経費の全額を示すとともに、その内訳が

わかるように記載すること。提案見積額の上限を超えたものは無

効とする。  

（３）  提出期限  

令和７年１２月１日（月）午後４時必着  

（４）  問い合わせ先・提出場所  

〒３１９－２１９２  

那珂市教育部学校教育課総務・再編グループ  

所在地：茨城県那珂市瓜連３２１番地  瓜連支所２階  

電話０２９ -２９８－１１１１（内線８１５）  

E-mail：gakkou-k@city.naka.lg.jp 

（５）  提出方法  

紙は持参又は郵送、データ（ＰＤＦ）は電子メールにより提出する

こと。  

 

９ 選定に関する事項  

（１）  選定基準  

次に示す観点から総合的に公平かつ客観的な選定を行うものとする。 



 評価項目  評価内容  配点 

１ 会社概要  

１ 企業コンセプト、業務内容、従業員数等  

２  外国語指導助手部門及び受託担当事業

所の概要  

３  直近５年間茨城県内での同種及び類似

業務の実績及びその他の地方公共団体、

教育機関等での業務実績  

１０ 

２ 採用体制  

１ 外国語指導助手の採用体制、採用方法及

び採用基準  

２ 市が求める人材（外国語指導助手設置業

務仕様書１０  ＡＬＴの条件）への対応

及びその根拠・理由  

４０ 

３ 管理体制  

１  外国語指導助手の勤務評価及び評価後

の指導体制と内容  

２ 外国語指導助手の労務管理体制  

３ 外国語指導助手の連絡及び相談体制  

２０ 

４ 研修体制  

１  外国語指導助手の採用時の研修計画と

研修内容  

２ 学校配置後の研修計画と研修内容  

３０ 

５ 危機管理体制  

１  学校、幼稚園及び教育委員会からの要

望、苦情等の把握と対応  

２  外国語指導助手が関係する事故やトラ

ブル、労働問題が発生した場合の対応  

３  欠員発生時のフォローアップ及び補充

体制 

４  外国語指導助手が規律等を遵守するた

めの指導及び措置  

２０ 

６ 英語教育の提案  
１  外国語指導助手を活用した効果的な提

案等  
１０ 

７ 価格及び説明  

１ 価格の妥当性  

２  プレゼンテーションと質疑による提案

の具体性  

２０ 

合計（１５０点）  

 

（２）選定方法  

ア 市が設置する選定委員会において、参加者から提出された企画提

案書等に基づき審査を行い、候補者を選定する。  

イ 評価点の６割以上を得た参加者を合格とし、最も高い合計評価点

を得た者を候補者として選定する。なお、最も高い合計評価点の者



が２者以上いた場合には「外国語指導助手設置業務公募型プロポー

ザル選定委員会」の協議により候補者を決定する。また、合計評価

点が２番目の事業者を次点候補者に決定する。  

ウ 候補者と契約締結に至らなかった場合は、次点候補者と手続を行

うものとする。  

エ 選定委員会の実施  

    事前に提出された企画提案書等（添付書類を含む）に基づきプレ

ゼンテーション及び委員からの質疑応答を実施する。参集時間は別

途通知する。 

・期日：令和７年１２月１８日（木）  

・場所：那珂市役所瓜連支所  ２階 会議室１  

・プレゼンテーションの時間：１事業者当たり２０分以内  

・委員からの質疑応答：１事業者当たり１０分程度  

・選定委員会には、３名までを上限とし、当該業務の責任者及び

中心となる担当者が出席の上、説明を行うこと。なお、質疑応答

には責任者・担当者、いずれかが回答することを可とする。  

・プレゼンテーションで使用するＰＣは参加者が用意すること。 

・プレゼンテーションで使用するプロジェクター（ＥＰＳＯＮ 

ＥＢ-１７８０Ｗ）は、市が用意するものを使用すること。  

（３）失格事由  

  次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外とする。  

ア 委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。 

イ  他の参加者と企画提案の内容又はその意思について相談を行う

こと。 

ウ  候補者選定終了までの間に他の参加者に対して企画提案の内容

を意図的に開示すること。 

エ 提出書類に虚偽の記載を行うこと。 

オ  その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこ

と。 

（４）選定結果の通知及び公表  

選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に通知する。  

 

１０ 契約に関する事項  

（１）契約手続  

市財務規則に定める随意契約の手続により、事業予定者から見積書

を徴し、予定価格の範囲内であることを確認して契約を締結するもの

とする。 

（２）再委託の制限  

受託者による本事業の再委託は不可とする。ただし、あらかじめ市

の承認を受けた場合はこの限りでない。 



（３）守秘義務  

受託者が、業務上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益の

ために利用することは禁ずる。また、業務終了後も同様とする。 

 

 

１１ その他（留意事項）  

（１）  プロポーザルに係る費用は、すべて参加者の負担とする。  

（２）  参加者による複数の企画提案書等の提出は不可とする。 

（３）  提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とする。  

（４）  提出された書類の内容を変更することは不可とする。  

（５）  応募書類提出後に辞退する場合は、辞退届（様式４）を提出するこ

と。 

（６）  採択された企画提案書等の著作権は市教育委員会学校教育課に帰

属する。提出された書類は、本事業の選定に関わること以外に参加者

に無断で使用しないものとし、また、提出された書類の返却はしない。 

（７）  契約の締結にあたっては、地方自治法、地方自治法施行令、市財務

規則をはじめとする諸規定を適用する。  

（８）  事前の説明会は開催しない。 


